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 授業を受ける際に知っておかなければならないことを説明します。知らないばかりに授業を受

けられなかったり，必要な連絡ができなかったり，学生生活上の必要な支援が得られなかったり，

さまざまな不都合が生じることになります。受講上の基本的な注意については，特に確認してお

きましょう。 

 

５−１ 教室 

  

 夜間主コースの授業は，主に文学部・法学部・経済学部講義棟を使用して開講されますが，一般教育

棟や情報統括センターの教室を使用する場合がありますので注意してください。 

 

５−２ 授業に関する連絡 

 

 教養教育科目に関するいろいろな連絡は，次の方法で行われますので，必ず定期的に確認してくださ

い。 

    

   夜間主コース掲示板・一般教育棟掲示板 

   教養教育関係授業に関する連絡は,文学部・法学部・経済学部講義棟掲示板及び一般教育棟Ａ棟１階 

掲示板を定期的に確認してください。 

 

５−３ 教室変更 

 

      授業開始後は，受講者数の増減に伴い，教室を変更することがあります。教室変更については，Moodle 

及び一般教育棟Ａ棟１階掲示板を必ず確認してください。 

 

５−４ 休講・補講 

 

      授業を休講する場合及びそれに伴う補講を行う場合は，一般教育棟Ａ棟１階掲示板または授業担当教

員から Moodle 等で通知します。 

 

５−５ 公欠・準公欠・その他の欠席 
 

    （１）公欠 

以下の場合は，公欠として認められます。手続きは，所属学部の教務学生担当窓口で行ってく 

ださい。 

①気象警報・交通機関の運休による欠席 

②親族が死亡したことによる欠席 

③感染症に罹患したことによる欠席  

④弾道ミサイルの落下により，通学が困難となったことによる欠席  

 

       【See→34 ㌻「学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて」】 

 

    （２）準公欠 

        以下の場合は，準公欠として認められます。手続きは，所属学部の教務学生担当窓口で行って 

   ください。 

①裁判員制度に基づき裁判所へ出頭する場合，その他証人，参考人等として裁判所その他官公署へ 

  出頭することによる欠席 

        ②骨髄移植のために骨髄液等の提供を行う場合等の欠席  

        ③災害ボランティア活動に伴う欠席  
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         （対象となる災害は公示しますので，掲示又はホームページにより確認してください。）  

 

    【See→34 ㌻「学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱いについて」】 

 

    （３）その他の欠席  

        公欠や準公欠とならない事由（主に，以下の表に掲げるもの）により授業を欠席する場合は， 

    授業の欠席を届け出る際に，45 ページに掲載している様式を使用することができます。（ただし，所 

       属学部・研究科等により授業欠席の取扱い等が別途に定められている場合は，それに従ってくださ

い。） 

この欠席届を提出する場合は，記入した後，必要に応じて関連書類を添付の上，授業担当教員あて

に直接提出してください。  

この欠席届の提出にかかわらず，成績評価に当たっての配慮を行うかどうかについては，各授業担

当教員の判断に委ねられています。この欠席届の提出により，授業担当教員による成績評価における

配慮を確約するものではありません。 

 

    【欠席届を使用することができる主な授業欠席の事由】                               

本学の教育施設

以外で実施する 

授業等 

教育実習等 教育職員免許状又は保育士資格の取得のために必要な実習をいう。 

介護等の体験 教育職員免許状（小学校及び中学校免許）の取得のために必要な体験

をいう。 

インターンシ

ップ実習 
本学の開講する授業で，単位認定を行う就業体験をいう。 

学外研修等 学部・研究科等において実施する学外研修及び学外施設見学等をい

う。 

集中講義 授業実施期間中における集中講義をいう。 

病気又はけが 学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業等の取扱

いについて（平成２１年９月１６日学長裁定）第４に規定する，学生

が感染症に罹患した場合等の取扱いによらない病気又はけがをいう。 

課外活動 岡山大学公認サークルの活動に伴う大会等への出場をいう。 

就職活動 授業実施期間中における就職活動をいう。 

 

５−６ レポートの提出 

 

 （１）レポートの作成 
「授業科目名，担当教員名，学部，学科，学生番号，氏名」をレポートの表紙にわかりやすく記入し

てください。レポートが複数枚になる場合は，ホッチキスで留めて提出してください。 

 

 （２）レポート作成上の注意 

レポートの中で他人のアイデアを引用する場合は，適切な引用や出典参照をしないと「剽窃（ひょ

うせつ）行為」とみなされます。「剽窃」とは，「他人のアイデアを自分のものとして使用する行為」

で，以下のような具体例があります。 

 

・書籍，論文，インターネット上の文章，データ，写真，絵，図，チャート等，書かれたものや，口

頭で示された他人の意見や構想を，適切な引用や出典参照をしないで，写して（コピー＆ペース

トして）自分のものとして，レポート・論文・発表等で使用すること 
・書籍，論文，インターネット上の文章，データ，写真，絵，図，チャート等，書かれたものや，口

頭で示された他人の意見や構想を，適切な引用や出典参照をしないで，少し言い換えたり，まと

めたりして，自分のものとして，レポート・論文・発表等で使用すること 
・レポートや論文，宿題などの成果物を，他人に作成してもらい，自分のものとして使用すること 

 



 ５．受講上の注意                                                              

 

 

また，他人ではなく自分が書いたものであっても，ある授業で提出したレポートを他の授業で再度 

提出することは，学問的倫理に反するのでやめましょう。 

・学習・教育における生成ＡＩの利用について，生成系ＡＩが作成した文章やプログラム等の出力結

果をレポートや論文の執筆，試験にそのまま使うことは，剽窃や不正行為に当たると認定されるこ

とがあります。生成系ＡＩの使用については，以下に示す本学のガイドラインを参照してください。 

〇学習・教育における生成 AI の利用について 

https://www.inec.okayama-u.ac.jp/hashtag/ai/ 

 

 （３）レポートの提出期限，提出場所 
① 提出方法については，担当教員からの指示に従ってください。 

② 指示された提出時間・期限を過ぎた場合，受理できませんので注意してください。 

③ 提出場所が「一般教育棟」と指示された場合は，一般教育棟Ａ棟２階学務部前の廊下にある 

 「レポートボックス」に提出してください。設置時間は，平日８：３０～１７：００です。 

 

                      レポート表紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

授業科目名

授業担当教員名

テーマ

学部・学科

学生番号

氏名

https://www.inec.okayama-u.ac.jp/hashtag/ai/


䜿䞊䝇䐟䠖
ሗ㇟ 䛾䛖Ẽ ㆙ 䛱䠈

◌� � ሗ䠄䠍䠅 㢼㆙
◌� � ሗ䠄䠎䠅 㢼㞷㆙

�ሗ ◌୕・䠄䠏䠅 㞷 䠄 䜢㆙ 㝖䛟䚹䠅
ሗ◌ู≉䠄䠐䠅 ㆙

䛾䛔䛪 Ⓨ䜜䛛䛜 䛥韭 䜜䜛䛸䈈
䜿䞊䝇䐠䠖 䈜䠍䚷䛂ఇ ㅮ 䛃䛸䛿䈈䚷䚷◌ ᴗ� ◌ྲྀ

䜢 䜚䜔䜑䜛䛣䛸䚹
� ◌�◌ุᢸ ᙜ ・ 䛾 䛻䜘⫱ ⌮ 䜛ఇ ㅮ

䜿䞊䝇䐡䠖
ఇ ᑐ䛾 ㇟䛸ㅮ 䛺䜙䛺䛔 ሗ㇟ 䠈Ẽ ㆙ ᶵ・ ㏻ 㛵

Ṇఇ䛾㐠 䛻䜘足 䜚 Ꮫ㏻ 䛜 㞴䛸ᅔ 䛺䛳䛯䈈

�Ꮫ ᖾぶ ・䛾 䛻 䛜䈈⏕
䜿䞊 䠖䝇䐟 അ㓄 ⪅
䜿䞊 䠖䝇䐠 䠍 ẕぶ➼ ∗䠄 䠈Ꮚ 䠅
䜿䞊 䠖䝇䐡 䠎 ẕぶ➼ ∗䠄 䠈♽ ጜ ጒᘵ・ 䠈Ꮮ 䠅

Ꮫ 䛜䠈⏕ � �ឤ ・ 䛻 䛧⨯ 䠈 Ṇฟ ᖍ ・ 䛸
䛺䛳䛯䜙䈈

䞉䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄
䞉㯞 䚷⑈ 䛺䛹

͞ ѝ ෨ࡣ ˻ ౽ ஓ क़・ р н

䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䠈㯞 䛺䛹⑈
◌ྜ

ሙⓎ䛾㞟 䛾 䠈ᅋ ⏕
� Ṇ ᥐឤ ᣑ ・ 㜵 䛾 䛸⨨ 䛧䛶䈈

䈜䠎䚷䛂 ᴗఇ 䛃䛸䛿䈈 䈜䠎䚷䛂 ᴗఇ 䛃䛸䛿䈈

䜿䞊䝇䐟䠖
㻶䜰䝷䞊䝖 ಙⓎ䛜 䛥䜜䠈 ෆᒸ ᒣ ᙎ┴ 䛻 㐨䝭䝃
䜲 ⴠ ◌ୗ䝹䛜 䛧䛯

◌ྜ
ሙ

� ༊ ◌ྜ
ሙ◌䠄୕ 䛾 䛿䠈ᆅ

◌ྲྀ
ෆ┴㫽 䠅

䈜䠍䚷䛂ఇ ㅮ 䛃䛸䛿䈈䚷䚷◌ ᴗ� ◌ྲྀ
䜢 䜚䜔䜑䜛䛣䛸䚹

䜿䞊䝇䐠䠖
ఇ ᑐ䛾 ㇟䛸ㅮ 䛺䜙䛺䛔 ᙎ䛻 㐨䝭ᆅ ᇦ 䝃䜲䝹

ⴠ ◌ୗ䛜 䛧䠈 ⏝Ꮫ Ꮫ㏻ ・䛜 䛻 䛩⏕ 䜛・ ㏻

ᶵ Ṇఇ ➼㛵䛾㐠 䛻䜘足 䜚 Ꮫ㏻ 䛜 㞴䛸ᅔ

䛺䛳䛯
◌ྜሙ

䜿䞊䝇䐟䠖

䜿䞊䝇䐠䠖

䈜䠏䚷䛂 Ḟබ‽ 䛃䛸䛿䈈

 � ˾  �  �߶ဥऑ ঈ ◌්υ ・ р 

 � П

㎡㏥䛫䛪䠈 ဨ◌ุ ไ ᗘ・ 䛻 䛵ᇶ ә◌ุ ฟ・䛝 䜈
㢌䛧䛯䜙䈈

༳  ਭ య ◌ี

φ ˼ ѝ༳ ഀ◌ࡖ  த௵ ◌ু ௵ ਭ ◌ୖ ◌ ഀ ଡ଼ ◌଼ ஶ๕Яр ・ кЩи Яр ・ ъ ・ Ы ・

φ

υ

͞  � ޘ ˼ ࿐
ਙߴ◌̢  ഩ๒ ◌ຶ бќ܁ ϋ н Ыᄣ ・

˻ ̣ ѝ ˻జ क़◌ຶ ◌ีѤ ・ ђ Ѥ кЫ

͞ ௮ݰ ・  н � ѝ ѝ ˻ஶ क़・ Ы ・ н

ཧ
ே◌ ே◌ド ➼䜔 䛸⪃ 䛧䛶䠈 ә◌ุ・ 䛭 බᐁ・䛾

ฟ䜈 㢌䛧⨫ 䛯䜙䈈

౽ࡣ  ஓχ

χ

◌ഀ દψ Яр ・ ・ р ・

䝗䝘䞊
ཪ

◌ೃ ⿵ 䛿䝗⪅ 䝘䞊䛸䛺䜚䠈� � 䠈
ཪ

ධ 㝔 䛿

ᡭ ➼䛾䛯ㅖ ⥆ 䜑䛻 ᶵ་ ◌ྜ
ሙ⒪ 㛵䜈 䛟 䛿䈈㉱

◌ ᴗ� 䛾䜏䛺䜙䛪䠈 ◌ື◊ ✲ά 䛻䛴䛔䛶䜒 䜟䛺足 䛔䛣䛸䚹
ཎ ◌๎

䛸䛧䛶䠈 Ꮫ・ ❧䜈䛾 䛱 Ṇධ 䜚䜢 䛩⚗ 䜛䚹

ѝ ѝ ޘ ޘ  ༥ჿ◌ా ◌් ৶ દ ◌ా ஶຫр О км О Щб ・ нМУ

ࢢ ଆݵ ఆ๕ ◌່р・  ЖнжЖиΙ Κ

͞ ѝ ݲ ˼ ѝ ˻ഒ ਤ શ・ км с ・ Ы

Ḟබ ‽䛻 䛨䛶
◌ྲྀ ◌ᢅ䜚 䛖◌ ᴗ Ḟ� ᖍ 䛾䛣䛸䚹

�ৰ ఙ  ெ◌ா ৰ ఙ  ๕рбѓ р ・

ݲ  ◌ިਤ Ҭ ҹ Ӄ Җ ѳ Ѳ ・

ᐖ 䝪⅏ 䝷䞁䝔䜱䜰 ◌ື ᚑά ・䛻 䛩䜛
◌ྜ

ሙ 䛿䈈

ψ

ఇᏛ・ 䛿 ㅮ 䠄ͤ 䠍䠅

◌ྜሙ䛣䛾 䠈 እ ◌ືάㄢ 䛻䛴䛔䛶䜒・ 䛶 ・⚗

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ

�ᚋ 䠈 ᐇ ・⿵ 䜢ㅮ

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ
അ䐟㓄 ⪅ Ṛ �ஸ 䛛䜙䠄䜎䛯 ⴿ ・ ➼䛿 䛜足

䜟䜜䛯� ◌ྵ
䜢 䜐䠅 � ௨ ෆ㐃 䠓⥆

ぶ➼䐠䠍 Ṛ �ஸ 䛛䜙䠄䜎䛯 ⴿ ・ ➼䛿 䛜足
䜟䜜䛯� ◌ྵ

䜢 䜐䠅 � ௨ ෆ㐃 䠓⥆
ぶ➼䐡䠎 Ṛ �ஸ 䛛䜙䠄䜎䛯 ⴿ ・ ➼䛿 䛜足

䜟䜜䛯� ◌ྵ
䜢 䜐䠅㐃⥆ 䠏� ௨ ෆ

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ
་ ᖌ Ⓨ䛾 䛩足 䜛

◌ྡ
・ 䞉 � � グ㍕㛫䛾 䛥⨯ 䜜

䛯 ◌� �デ 䠄 �・ ⒵ド ・ 䠅䛻 䛵ᇶ 䛝䠈 � �⨯
Ḟ �බ㛫䠙 㛫䛸䛩䜛䚹

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ᴗఇᏛ・ 䛿 䠄ͤ 䠎䠅

� � కឤ ・ Ⓨ䛾 䛻 䛔⨯ ⪅ ⏕ 䠈 � �ឤ ឤ ᣑ・ 䛾
・ 䜢 ・㜵 䛩䜛┠ⓗ䛷 䛖足 ᴗ ᥐఇ 䛻䛴⨨ 䛔䛶䛿䠈

� ᶵ༴Ꮫ ᑐ䛾 䛻 䛵ᇶ⟶⌮ ⟇ 䛟䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ᴗఇ 䛸䛺䛳䛯� 㛫䛾◌ ᴗ� ◌ྲྀ
䛾 ◌ᢅ䛔䛿䠈

䛭 ᗘ䛾㒔 䠈
ཬᏛ 㛗 䜃� ᢸ ᙜ ・ ➼⫱ ⌮

䛷
༠ ◌ୖ䛾 䠈㆟ ỴᏛ ᐃ㛗䛜 䛩䜛䜒䛾䛸䛩

䜛䚹

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

Ƃ ƃ Ŧ Ʒ Ӳ Ɩ Ƹ ȷ ǳ ȸ ȷ Ʒ Ѧ ӝ ƴ Ư Ƭ Ư Ƙ Ʃ ƞ ƍ ŵ ޓዓ Ღ ᄂᆮᅹ ᆸද ◌ॖ ◌ਃ�ᢿ ᘍܖ・ ・ ・ ・ɥ ǹ

Ŧ ・ɥ ˌ Ʒ  �ƴ ƭ ƍ Ư Ƹ Ӎ Ƹ ƴ Ƴ Ǔ Ǉ Ƥ ŵᲦಅ എ എ എแ・ π π ǜ

ѝट દ・ км ・

େ◌ୗ ट・ 䠄䈜䠏䠅 ѝ દкм ・

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ‽ 䠄䈜䠏䠅

ฟ䐟 㢌䛧䛯䛣䛸 � ῧド ・ ・䛾 䜢
⏝ ◌ົᙜ ᚑヱ ・䐠 䛻 䛧䛯� 㛫䛾 �ド ・ 䜢

・ ・

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ‽ 䠄䈜䠏䠅

䠄㈈䠅 � ・ Ⓨ㦵㧊 㐍 䛾 䛩足㈈ᅋ⛣ 䜛 �ド ・
・ ・䜢

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

๓・ 䛾 䛻䜘ㄳ⏦ 䜚䠈 Ḟබ‽ 䠄䈜䠏䠅

ཬಖ ➼䐟 䜃ㆤ ⪅ � ᢎဨᣦ ᑟ ᚓ➼ ・䛾 䜢 䛯

◌ୖ 䛷䠈 ๓・ 䛻䠈 � ᥦ ฟ➼䜢ㄳ⏦
䐠䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ◌ື ᚋά ・ 䠈⤊ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰ά

�࿌ ᥦሗ◌ື ฟ䛾

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹

ఇᏛ・ 䛿 ㅮ 䠄ͤ 䠍䠅

◌ྜሙ䛣䛾 䠈 እ ◌ືάㄢ 䛻䛴䛔䛶䜒・ 䛶 ・⚗

ฟᒆ 䛡 䜛䛣䛸䛷䠈 Ḟබ

�ᚋ 䠈 ᐇ ・⿵ 䜢ㅮ

◌ ᴗ� � ဨᢸ ᙜ 䛜䠈 ◌ ᴗ�ᙜ ヱ 䛻 ᙜ┦
䛩䜛Ꮫ 䜢⩦ ㄢ䛩䜒䛾䛸䛩䜛䚹



暴風時等の対応について（授業の扱い）

昼間に開講する授業

気象情報の確認

警報の発表
～午前８時40分

警報の発表
午前６時

気象情報・交通機関

の運行の確認

登校は可能

全 て の 授 業

休 講

授 業 開 講

授業開始後に

警報の発表

有り 無し

有り

後 日 補 講

不可能

授 業 開 講次の時限以

降の授業を

休講

登校可能となった日に

公欠届を提出

後日，授業担当教員

からの指示に従う

有り

台風等発生

無し

可 能

登 校

無し

大学

学生

全ての授業

を直ちに

休講

暴風， 暴風雪，

大雪警報（ ※

三朝地区は大

雪除く ）

特別警報



暴風時等の対応について（授業の扱い）

夜間に開講する授業

気象情報の確認

警報の発表
～午後６時

警報の発表
午後３時

気象情報・交通機関

の運行の確認

登校は可能

全 て の 授 業

休 講

授 業 開 講

授業開始後に

警報の発表

有り 無し

有り

後 日 補 講

不可能

授 業 開 講
登校可能となった日に

公欠届を提出

後日，授業担当教員

からの指示に従う

台風等発生

無し

可 能

登 校

無し

大学

学生

次の時限以

降の授業を

休講

有り

全ての授業

を直ちに

休講

暴風， 暴風雪，

大雪警報（ ※

三朝地区は大

雪除く ）

特別警報


